
耕畜連携水田活用対策事業実施要綱 

１ ８ 生 畜 第 ２ ７ ５ ０ 号 

平 成 １ ９ 年 ４ 月 ２ 日 

農林水産事務次官依命通知 

最終改正 平成２０年４月１日 １９生畜第２４４２号 

第１ 趣旨 

平成１７年３月２５日に閣議決定された食料・農業・農村基本計画においては、 

食料自給率向上を図る上で、自給飼料の生産拡大が重要な課題と位置づけられてお 

り、その実現のための取組として行政、農業団体等が一体となった飼料増産の全国 

的な展開を図っているところである。 

飼料の増産のためには、限りある国土資源の中で飼料作物の生産に仕向けること 

が可能な土地である水田において飼料作物の生産を推進することが重要である。ま 

た、水田における様々な飼料作物の生産を推進することは、同時に多面的な機能を 

有する水田における耕作放棄を防止し、水田農業とそれを含む環境の保全につなが 

るものである。 

一方、水田における飼料作物の生産は、地域によって採草、放牧等の利用方式、 

牧草、稲発酵粗飼料等の草種、乾草、サイレージ等の調製方法が様々なこと、また、 

耕種農家と畜産農家の連携のあり方も異なることから、効果的な飼料作物の生産振 

興を図るためには、地域の実態に即した取組を推進することが求められている。 

このため、本要綱に定めるところにより耕畜連携水田活用対策事業を実施するこ 

とにより、地域の実情に応じた水田における飼料作物の生産を推進するものとする。 

第２ 事業実施期間 

本事業の実施期間は平成１９年度から平成２３年度までの５年間とする。 

第３ 事業実施主体 

耕畜連携水田活用資金造成事業及び生産振興助成事業の実施主体は都道府県協議 

会（水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付１５生産第７９９９号 

農林水産事務次官依命通知）第４の１に定める都道府県水田農業推進協議会をいう。 

以下同じ。）、取組面積助成事業の実施主体は地域協議会（水田農業構造改革対策 

実施要綱第４の２に定める地域水田農業推進協議会をいう。以下同じ。）とする。 

第４ 事業の内容



本事業は、次に掲げる３つの事業を内容とする。 

１ 耕畜連携水田活用資金造成事業 

都道府県協議会は、２の生産振興助成事業又は３の取組面積助成事業を行うため 

の財源とするため、国から補助金の交付を受け、資金の造成を行うものとする。 

２ 生産振興助成事業 

都道府県協議会は、地域の創意工夫を活かした水田における飼料作物の生産を振 

興する取組を支援するものとし、助成対象者、助成の対象となる経費、助成要件及び 

補助率は別紙１に掲げるとおりとする。 

３ 取組面積助成事業 

（１）地域協議会は、地域の水田状況に適した飼料作物の生産の取組を実施した水田 

の面積に応じて助成金を交付するものとし、助成対象者、取組内容及び取組要件 

は別紙２に掲げるとおりとする。 

（２）都道府県協議会は、（１）の助成金の交付に要する経費の全部又は一部を補助 

するものとする。 

第５ 事業実施手続 

１ 耕畜連携水田活用資金造成事業 

（１）都道府県協議会長は、水田飼料作物生産振興計画書を作成し、都道府県協議会 

が主たる事務所を置く都道府県を管轄する地方農政局長（北海道に主たる事務所 

を置く都道府県協議会にあっては生産局長、沖縄県に主たる事務所を置く都道府 

県協議会にあっては内閣府沖縄総合事務局長とする。以下同じ。）の承認を受け 

るものとする。 

（２）（１）の規定は、水田飼料作物生産振興計画書の重要な変更について準用する。 

２ 生産振興助成事業 

（１）助成対象者は、地域取組計画書を作成し、都道府県協議会長の承認を受けるも 

のとする。 

（２）都道府県協議会長は、（１）の承認をしようとするときは、あらかじめ地方農 

政局長に協議するものとする。 

（３）（１）及び（２）の規定は、地域取組計画書の重要な変更について準用する。 

３ 取組面積助成事業 

（１）地域協議会長は、耕畜連携水田活用計画書を作成し、都道府県協議会長の承認 

を受けるものとする。 

（２）都道府県協議会長は、（１）の承認をしようとするときは、あらかじめ地方農 

政局長に協議するものとする。 

（３）（１）及び（２）の規定は、耕畜連携水田活用計画書の重要な変更について準



用する。 

（４）助成対象者は、耕畜連携営農計画書を作成し、地域協議会長に提出するものと 

する。 

４ 都道府県協議会業務方法書 

（１）都道府県協議会は、業務方法書を作成し、地方農政局長の承認を受けるものと 

する。 

（２）（１）の規定は、業務方法書の変更について準用する。 

第６ 資金の管理 

１ 都道府県協議会は、国から補助金の交付を受けて造成した資金（以下「資金」と 

いう。）に、生産振興助成事業勘定と取組面積助成事業勘定の２つの勘定を設けて、 

他の事業に係る経理と区分して整理するものとする。 

２ 都道府県協議会は、生産振興助成事業に係る補助金及び取組面積助成事業に係る 

助成金の交付をそれぞれの勘定から行うものとする。 

３ 都道府県協議会は、生産振興助成事業又は取組面積助成事業を終了し、又は中止 

した場合において、なお資金に余剰があるときは、国から交付を受けた補助金に相当 

する額を速やかに国に返還するものとする。 

４ 都道府県協議会は、金融機関への預金又は貯金により、資金を管理するものとす 

る。 

５ 都道府県協議会は、毎年度末における資金の管理状況を地方農政局長に報告する 

ものとする。 

第７ 事業の実績等の報告 

１ 生産振興助成事業 

（１）生産振興助成事業の助成対象者は、補助の対象となった取組の実績を都道府県 

協議会長に報告するものとする。都道府県協議会長は、当該報告を取りまとめ、 

地方農政局長に報告するものとする。 

（２）生産振興助成事業の助成対象者は、事業を実施した年度の翌年度末及び翌々年 

度末における補助の対象となった取組の状況を都道府県協議会長に報告するもの 

とする。都道府県協議会長は、当該報告を取りまとめ、地方農政局長に報告する 

ものとする。 

２ 取組面積助成事業



地域協議会は、事業の実績を都道府県協議会に報告するものとする。都道府県協 

議会は当該報告を取りまとめ、地方農政局長に報告するものとする。 

第８ 国の助成 

国は、毎年度、予算の範囲内において、都道府県協議会に対し、耕畜連携水田活 

用資金造成事業に要する経費につき、 別に定めるところにより、 補助するものとする。 

第９ 推進体制等 

１ 農業者団体の役割 

農業者団体（農業者が構成員となっている団体をいう。）は、本事業が適切かつ 

効率的に実施されるよう、都道府県協議会又は地域協議会の会員として一定の役割 

を担うものとする。 

２ 地方公共団体の役割 

地方公共団体は、本事業が適切かつ効率的に実施されるよう、都道府県協議会又 

は地域協議会の会員として一定の役割を担うとともに、事業実施主体を指導するも 

のとする。 

３ 国の役割 

国は、本事業が適切かつ効率的に実施されるよう、事業実施主体を指導するもの 

とする。 

第10 他の施策との関連 

本事業の実施に当たり、事業実施主体は、水田農業構造改革対策実施要綱に基づ 

く施策その他の関連する施策との連携が図られるよう努めるものとする。 

第11 その他 

この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項については、生産局長 

が別に定めるところによるものとする。


